
 1

 

箱根町子ども・子育て支援事業計画骨子案について 

 

 

 

 

 

 

 

目次 

１ 計画の構成の新旧対照表 ...................................................................................................................................................... 2 

２ 計画の基本理念と基本目標について.................................................................................................................................... 5 

（１） 基本理念....................................................................................................................................................................... 5 

（２） 基本目標....................................................................................................................................................................... 6 

３ 第５章 教育・保育、子育て支援事業の量の見込み等について ........................................................................................ 8 

４ 第５章「２ 教育・保育の量の見込みと提供体制の確保」の記載内容イメージについて .............................................. 10 

５ 第５章「３ 地域子ども・子育て支援事業の量の見込みと提供体制の確保」の記載内容イメージについて ................ 10 

 

    



 2

１ 計画の構成の新旧対照表 

 今回新たに策定する「箱根町子ども・子育て支援事業計画」の構成は、次のとおりです。 

旧 新 

箱根町次世代育成支援行動計画 

（後期計画）【平成 22 年 3 月策定】 

箱根町子ども・子育て支援事業計画 

【平成 27 年 3 月策定予定】 
各章の概要等 

                

１ 計画策定の背景と趣旨 

２ 計画の性格 

３ 計画の期間 

１ 計画策定の背景と趣旨 

２ 計画の性格 

３ 計画の期間 

子ども・子育て支援事業計画に係る法令

（子ども・子育て支援法）の根拠、計画

の目的（①質の高い幼児期の学校教育、

保育の総合的な提供、②保育の量的拡

大・確保、教育・保育の質的改善、③地

域の子ども・子育て支援の充実）、期間

（５年間）等を定めます。 

                

１ 人口等のようす 

２ 子どもと子育てのようす 

１ 人口等のようす 

２ 子どもと子育てのようす 

直近データを用いた町の子ども・子育て

の現状を記載します。 

                

１ 計画の基本理念 

２ 計画推進の視点 

３ 基本目標 

１ 計画の基本理念 

２ 計画推進の視点 

３ 基本目標 

旧計画の基本理念と基本的視点を継承

します。【詳細は、５ページの「２ 計

画の基本理念と基本目標について」を参

照】 
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旧 新 

箱根町次世代育成支援行動計画 

（後期計画）【平成 22 年 3 月策定】 

箱根町子ども・子育て支援事業計画 

【平成 27 年 3 月策定予定】 
各章の概要等 

                

１ 地域における子育ての支援 

２ 母性並びに乳児及び乳幼児等の健康の確
保及び増進 

３ 子どもの健やかな成長に資する教育環境
の整備 

４ 子育てを支援する生活環境の整備 

５ 職業生活と家庭生活との両立の推進 

６ 子ども等の安全の確保 

７ 要保護児童への対応などきめ細かな取り
組みの推進 

１ 地域における子育ての支援 

２ 母性並びに乳児及び乳幼児等の健康の確保
及び増進 

３ 子どもの健やかな成長に資する教育環境の
整備 

４ 子育てを支援する生活環境の整備 

５ 職業生活と家庭生活との両立の推進 

６ 子ども等の安全の確保 

７ 要保護児童への対応などきめ細かな取り組
みの推進 

第４章は、次世代育成支援行動計画後期
計画から引き継ぐ事項を記載します。 

また、「健やか親子 21（母子保健計画）」、
母子及び寡婦福祉法に基づく「母子家庭
及び寡婦自立促進計画」、子どもの貧困
対策法に基づく施策等を内包し、策定し
ます。 

                

１ 将来の子ども人口の推計 

２ 特定 12 事業の目標 

１ 教育・保育提供区域の設定 

２ 教育・保育の量の見込みと提供体制の確保 

３ 地域子ども・子育て支援事業の量の見込みと
提供体制の確保 

４ 教育・保育の一体的提供及び教育・保育の推
進に関する体制の確保 

５ 産後の休業及び育児休業後における特定教
育・保育施設等の円滑な利用の確保 

６ 子どもに関する専門的な知識及び技術を要
する支援に関する県が行う施策との連携 

７ 労働者の職業生活と家庭生活との両立が図
られるようにするために必要な雇用環境の
整備に関する施策との連携 

第５章の「１」～「４」は、国が定めた
「子ども・子育て支援法に基づく基本指
針」に基づく必須記載事項で、「５」～
「７」は任意記載事項です。 

原則、基本指針に即して、量の見込みや
提供体制等について記載します。 

【詳細は、８ページの「第５章 教育・
保育、子育て支援事業の量の見込み等に
ついて」を参照】 
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旧 新 

箱根町次世代育成支援行動計画 

（後期計画）【平成 22 年 3 月策定】 

箱根町子ども・子育て支援事業計画 

【平成 27 年 3 月策定予定】 
各章の概要等 

                    

１ 計画の進行管理 

２ 適切な役割分担による計画の推進 

１ 計画の進行管理 

２ 適切な役割分担による計画の推進 

各年度における子ども・子育て支援事業

計画の達成状況を点検及び評価する方
法等を定めます。 

            

１ アンケート調査結果の概要 

２ 箱根町次世代育成支援対策地域協議会委
員名簿 

３ 箱根町次世代育成支援対策地域協議会設
置要綱 

１ 計画策定の経緯 

２ ニーズ調査結果の概要 

３ 箱根町子ども・子育て会議委員名簿 

４ 箱根町子ども・子育て会議条例 

５ 用語解説 

策定の経緯やニーズ調査結果の概要等

を記載します。 
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２ 計画の基本理念と基本目標について 

 

「箱根町子ども・子育て支援事業計画」の基本理念については、子ども・子育て支援法の目的や子ども・子育て支援に関する基本的認

識等を踏まえつつ、町として一貫性のある子ども・子育て支援の推進を図るため、「箱根町次世代育成支援行動計画」の基本理念を継承

します。 

 

（１） 基本理念 

 子ども・子育て支援法の明記のとおり、「父母その他の保護者は、子育てについての第一義的責任を有する」という基本的認識と

ともに、家庭は教育の原点であり、出発点であるとの認識の下、子ども・子育て支援を進めていく必要があります。 

 また、子育て家庭だけではなく、地域全体で次代を担う子どもたちを育てていくことのできる環境、子どもが地域社会の一員とし

て郷土に愛着を持ちながら、のびのびと育つことのできる地域づくりが必要となります。 

 箱根の未来を切り開いていく子どもたちが箱根を愛し、幅広い国際性と社会性を身に付けた人間性豊かな心、温かい箱根人に育ち、

夢や希望をかなえていけるよう、地域住民、各種団体、学校、企業、行政で支えあい、やさしさあふれるまちをつくっていくこと

を基本的な理念とします。 

 なお、本町の子ども・子育て支援は、児童の権利に関する条約の基本原則である「子どもの最善の利益」が実現される地域社会を

目指すものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

子どもは財産！箱根で子育て！みんなで子育て！ 

～子育てするなら箱根町～ 
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（２） 基本目標 

基本目標については、次の「箱根町次世代育成支援行動計画」の内容を基礎としつつ、町の他計画との関係性を踏まえて、基本目標の

絞り込み等、必要な見直しを図ります。 

 

１ 地域における子育ての支援 
 

 すべての家庭における子育てを支援するため、関係機関・団体等が連携し、子育て家庭のさまざまな状況に応じて柔軟に利用でき

る支援サービスの提供を図ります。 

 子どもの出産や育児にかかわるさまざまな悩みを解消できるよう、情報提供や学習機会の充実、相談体制の強化を図るとともに、

子育てをしている家庭同士や、子育てを卒業した人たちなどとの交流を通じ、情報交換したり悩みを話したり打ち明けあったりで

きる機会づくりを図ります。 

 子どもたちの安全と自主性を尊重しながら、子どもたちの居場所づくりや活動の促進を図ります。 
 

 ２ 母性並びに乳児及び乳幼児等の健康の確保及び増進 
 

 母親の出産前後の心身両面のケアを厚くするなど、母親が安全に安心して子どもを生み育てることができるように支援するととも

に、子どもの発育や成長段階に応じて一貫した健康の維持・増進、望ましい食生活を促進し、生涯にわたる健康な生活の基礎を築

きます。 
 

３ 子どもの健やかな成長に資する教育環境の整備 
 

 子どもたち一人ひとりの個性と可能性を伸ばし、豊かな人間性とたくましく生きる力を培うことができるよう、保育園、幼稚園、

学校等が連携し、子どもの成長段階に応じた教育内容の充実と学習環境の向上を図ります。 

 次代の親づくりも視野に置きながら、子どもたちの男女共同参画意識の醸成や乳幼児との交流などを推進します。 

 子どもの父母などの子育てに対する意識を向上し、家庭の子育て力の向上を図るとともに、地域のさまざまな資源を活用し、地域

の子どもたちを地域の人たちで育てていける環境をつくります。 
 

４ 子育てを支援する生活環境の整備 
 

 子どもが健やかに育つことのできる住宅環境づくりを促進します。 

 子どもたちがのびのびと安全にまちに出て遊び、また、子育て家庭が安心してまちに出かけられるよう、安全な道路環境を整備す

るとともに、子育て家庭の利用に配慮した施設・設備の改善を図ります。 
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５ 職業生活と家庭生活との両立の推進 
 

 子育てと仕事が両立できるよう、ワーク・ライフ・バランスの考え方の普及に努め、職場における子育て支援を促進します。 

 子育てを、父親、母親が協力しあいながら楽しく進めていくことができるよう、男女共同参画の意識づくりを図ります。 

 

６ 子どもたちの安全の確保 
 

 子どもたちが安心してまちを歩けるよう、交通安全教育を推進するとともに、犯罪のない安全なまちづくりを推進します。 

 

７ 要保護児童への対応などきめ細かな取り組みの推進 
 

 子どもの人権が守れられるよう、意識の向上を図るとともに、関係機関のネットワークや地域全体が連携し、児童虐待の芽を早期

に発見し未然に防ぐことができる体制を整備し、児童虐待防止への迅速な対応を図ります。 

 母子家庭などひとり親家庭に必要な支援を図ります。 

 早期療育、教育など、障がいのある子どもの状況に応じて必要な支援を図ります。 
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３ 第５章 教育・保育、子育て支援事業の量の見込み等について 

第５章については、国の基本指針等に基づく次の方針に基づき、記載内容を検討していきます。 

 

第５章の構成 記載内容の方針（国の基本指針等に基づく） 

１ 教育・保育提供区域の設定 ① 小学校区単位、中学校区単位等、地域の実情に応じて、保護者や子どもが居宅より容易に

移動することが可能な区域を設定 

② 「量の見込み」、「確保方策」を設定する単位として、区域を設定 

③ 本町の場合は、町内に小学校区 3 区域、中学校区 1 区域で、放課後児童クラブを各小学校

区に１つ設置しています。また、町内の保育園３園、幼稚園４園のうち、2 園が認定こど

も園（湯本幼児学園（湯本保育園・湯本幼稚園）、仙石原幼児学園（仙石原保育園・仙石原

幼稚園））となっています。 

④ 本町の教育・保育提供区域は、小学校区３区域を設定する予定です。 

２ 教育・保育の量の見込みと提供体制

の確保 

国の参酌標準を参考として、各年度における町全域及び各教育・保育提供区域について、認定

区分ごとの教育・保育の量の見込み（満３歳未満の子どもについては保育利用率を含む。）を

定め、その算定に当たっての考え方を記載します。 

また、認定区分ごと及び特定教育・保育施設（特定教育・保育施設に該当しない幼稚園を含む）

又は特定地域型保育事業の区分ごとの提供体制の確保の内容及びその実施時期を記載します。 

３ 地域子ども・子育て支援事業の量の

見込みと提供体制の確保 

国の参酌標準を参考として、各年度における町全域及び各教育・保育提供区域について、地域

子ども・子育て支援事業の種類ごとの量の見込みを定め、その算定に当たっての考え方を記載

します。 

また、地域子ども・子育て支援事業の種類ごとの提供体制の確保の内容及びその実施時期を記

載します。 
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第５章の構成 記載内容の方針（国の基本指針等に基づく） 

４ 教育・保育の一体的提供及び教育・

保育の推進に関する体制の確保 

認定こども園の普及に係る基本的考え方等を定めるほか、教育・保育及び地域子ども・子育て

支援事業の役割、提供の必要性等に係る基本的一体的提供及び考え方及びその推進方策、地域

における教育・保育施設及び地域型保育事業を行う者の連携並びに認定こども園、幼稚園及び

保育所と小学校等との連携の推進方策を記載します。 

５ 産後の休業及び育児休業後における

特定教育・保育施設等の円滑な利用

の確保 

産前・産後休業、育児休業期間中の保護者に対する情報提供や相談支援等、特定教育・保育施

設又は特定地域型保育事業の計画的な整備等、本町の実情に応じた施策を記載します。 

６ 子どもに関する専門的な知識及び技

術を要する支援に関する県が行う施

策との連携 

児童虐待防止対策の充実、母子家庭及び父子家庭の自立支援の推進、障害児施策の充実等につ

いて、県が行う施策との連携に関する事項及び本町の実情に応じた施策を記載します。 

７ 労働者の職業生活と家庭生活との両

立が図られるようにするために必要

な雇用環境の整備に関する施策との

連携 

仕事と生活の調和の実現のための働き方の見直し及び仕事と子育ての両立のための基盤整備

について、本町の実情に応じた施策を記載します。 
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４ 第５章「２ 教育・保育の量の見込みと提供体制の確保」の記載内容イメージについて 

第５章「２ 教育・保育の量の見込みと提供体制の確保」については、国の基本指針等に基づく次のような量の見込みと確保の内容等

を記載する予定です。 

    

 

  

  

 

５ 第５章「３ 地域子ども・子育て支援事業の量の見込みと提供体制の確保」の記載内容イメージについて 

第５章「３ 地域子ども・子育て支援事業の量の見込みと提供体制の確保」については、国の基本指針等に基づく次のような量の見込

みと確保の内容等を記載する予定です。 

 

    

 


